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〔編集後記〕
　今年度も『日本女子大学総合研究所紀要』をお届けできますことを嬉しく存じます。
今年度は2012年度に研究を終了した2件の研究課題の研究報告と、研究課題53の研究員
の投稿論文を掲載しております。研究課題46「日本女子大学における歴史的建造物の研
究調査」は、日本女子大の目白キャンパスにおける歴史的建造物関係の資料を一覧する
リストの作成と図面のデジタル化を行い、そのデーターベースに基づいて、創立以来の
キャンパス内の建造郡の変遷と実態を考察したものです。研究課題47「成瀬仁蔵および
本学学園史資料データーベースの構築」は、創立者、成瀬仁蔵および本学学園史に関す
る史料を収集整理し、データーベースを作成した成果の報告です。研究課題53の投稿論
文「体罰論を巡る「教師」と「親」―裁判例に焦点を当てて―」は、文部科学省の調査
を基に、体罰問題の現状を明らかにした後、教師と親の懲戒権がどのように位置づけら
れているのかを考察したものです。いずれの研究も日本女子大にとって資するばかりで
なく、日本にとって、そして普遍的な研究資料としても有益であると考えます。
　学科・学部の枠を超えて、また、附属幼稚園から大学院までの教職員がそれぞれの研
究課題のもとに集まり、力を合わせて研究し意見を交換し合う活発な研究の場として、
総合研究所がますます発展できますよう、研鑽していきたいと思っております。
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